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研究成果の概要：「３種の知識による情報モラルの指導法」と，「情報的な見方・考え方」を融

合して，情報技術のプラス・マイナス面やトレードオフ（複数の条件が同時にみたすことので

きないような関係）を考慮しながら，情報モラルの判断力と共に情報技術の活用に対する積極

的な態度を育成することができる新しい情報モラルの指導法を開発した。具体的には，３種の

知識と情報的な見方・考え方の組み合せ方・提示方法，指導手順を検討し授業設計・教材開発

を行った。 
 
交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
2007年度 900,000 270,000 1,170,000 
2008年度 1,100,000 330,000 1,430,000 

年度    
年度    

  年度    
総 計 2,000,000 600,000 2,600,000 

 
 
研究分野：  教育工学 
科研費の分科・細目： 科学教育・教育工学   教育工学 
キーワード：  情報モラル 情報教育 授業研究 教材開発 e-learning 
 
１．研究開始当初の背景 
情報モラル教育の研究は、私立大学情報教

育協会の情報倫理部会や、100 校プロジェク
トの流れを汲む K12「インターネットと教育」
研究協議会、京都大学・千葉大学・広島大学
が中心となっている「情報倫理の構築」プロ
ジェクトの情報倫理教育カリキュラム開発
研究などで盛んに議論された。高等教育では
「情報倫理」として、（判断や考え方を身に
つけさせるという視点より）多くの事例を体
験させ、対処法を覚え込ませることに力点が
置かれている。初等中等教育では、数多くの
試行的な実践が行われ、コンピュータ教育開

発センター（例えば：「情報モラル指導事例
集」「ネット社会の歩き方」）や教員研修セン
ター（例えば：「情報モラル研修教材」）など
から教材や指導事例集などが多数開発され
ている。また、情報端末として携帯電話に関
する事例も多く教材（例えば：「みんなのケ
ータイ」ＮＴＴドコモモバイル社会研究所）
として作成されている。 
 しかし、これまでに多く実践されている指
導法や教材は、基本的にケーススタディの考
え方に基づいており、さらにそれらを大別す
ると、    
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・葛藤場面を設け、心情に訴えかけて、よ
くない行為を思いとどまらせる（心情重
視型） 

・時間をかけて数多くの事例をルールとし
て覚え込ませる（ルール重視型） 

 
の２つのタイプに分類できる。しかし、これ
らはいずれも指導時間が十分に確保されて
いることを前提としているため、教育現場で
の実施を広めるには、時間的制約を考慮した
指導法の開発が求められた。このようなニー
ズに対応して、玉田らは、松田の提案を基に、
道徳的規範知識、情報技術の知識、合理的判
断の知識（以下、「３種の知識」と略称する）
による情報モラル指導法を開発し、実践、評
価している。その指導法の基本方針は、   
 
・道徳教育の成果を活かし、情報モラル教
育の範囲を必要最小限に厳選する 

・情報技術の進展にも対応できるような考
え方の枠組みを指導する 

 
というものである。そして、情報モラル教育
の目標を、「情報技術を利用する際に、自分
や他人に好ましくない影響を及ぼす可能性
の有無を判断し、適切な行動がとれるように
なること」としている。ある目的を達成する
ために、他人に迷惑をかけたり、自分自身が
被害を被ったりすることがないように、いろ
いろな代替案を考える態度が重要であると
いう立場に立ち、合理的判断の知識として判
断のヒント図を用いて具体的に判断の仕方
を指導している。この枠組みは、「法律違反」
「他人への迷惑」「自分の被害」「情報技術」
という４つの「判断観点」を明示することで、
行為の実行に多様な観点からブレーキをか
けることを意図しているものである。そして、
高校生、大学生への実践から３種の知識によ
る指導法は、「あらゆる観点から情報モラル
に関して慎重な判断及び態度」を育成するこ
とができるという効果が検証されている。 
 しかし、ここで「社会を健全に発展させる
人材を育成する」という学校教育の目標に立
ち返った場合、疑問が生じた。これまでに多
くの機関で開発されている情報モラル教材
や実践などは、「○○をすべきではない」「○
○は危険である」という情報化社会に対する
マイナスイメージを提示するものが多かっ
た。本研究の先行研究である３種の知識によ
る指導法も、「あらゆる観点から慎重な判断
を」ということに指導の力点が置かれたため、
情報モラルの慎重な判断力は育成するが、情
報技術の活用に消極的な態度を育成してし
まう可能性が高いと考えられる。これは、情
報技術の進展によって社会を発展させると
いう観点から考えた場合、社会的損失を生じ
る要因になると考えられる。 

一方、松田は「社会を健全に発展させる人
材を育成する」という目標の基に、学校教育
でどのような情報教育を実施するべきかと
いうことを検討し、13 項目の「情報的な見
方・考え方」を提案している。これは、情報
教育の本質を、「教わることや用意された正
解を答えることに慣らされた生徒達に、自ら
考え、多様な代替案を発想する力、自分の出
した答に責任を持つことを教えることであ
る」と捉え、生徒達に思考力・問題解決力を
身につけさせるために指導すべき内容とし
て考えられたものである。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、情報モラルに関する判断
力を育成する「３種の知識による情報モラル
指導法」と、多様な代替案の発想や自己責任
などの考え方を指導し、問題解決力を育成す
るための「情報的な見方・考え方」を融合す
ることによって、情報モラルの適切な判断力
と情報技術の活用への積極的な態度を同時
に育成することができる指導法を開発する
ことである。 
 
３．研究の方法 
(1)指導法の開発と効果の検証 
「３種の知識による情報モラルの指導法」と、
「情報的な見方・考え方」を融合して、情報
技術のプラス・マイナス面やトレードオフを
考慮しながら情報モラルの判断力と共に情
報技術の活用に対する積極的な態度を育成
することができる新しい情報モラルの指導
法を開発するために、３種の知識と情報的な
見方・考え方の組み合せ方・提示方法を検討
し授業設計・教材開発を行い、具体的には以
下の手順で手法化した。 
 
➀３種の知識の構造を学習者に明示 
これまでは，教師が３種の知識を意識しな
がら指導することを目指してきたが，今回の
改善では，学習者が自分の思考を俯瞰的にモ
ニタリングする上で役立つと考え，授業の冒
頭で３種の知識の枠組みやそれぞれの知識
の働きの相互関係を明示することとした．具
体的には，3種の知識の相互関係を図で示し，
本時の課題に沿って，問題解決の際に，頭の
中で，それぞれの知識がどのように引き出さ
れているか，相互にどのように関係して働い
ているかということを解説する． 
 
②情報技術知識（インターネットの特性）の
明示 
これまで，情報技術の知識については，本
時の課題に直接関連する内容だけを取り上
げて簡単な解説を行い，そのような知識は問
題が発生した際に必要に応じて学習するこ
ととしてきた．しかし，学習者が情報モラル



 

 

の新たな課題について自分で判断するため
には，ネットワークの仕組みやそれに伴って
生じる特性を理解させておく必要があると
考えた．これは，後述するトレードオフの判
断や代替案の発想をさせる時に，「この特性
を重視したり，高めたり，解消したりするに
はどうしたらいいか」ということを考える助
けになると考えたからである．そして，情報
モラルに関連した課題について思考・判断す
る際，どのような情報技術の知識が必要かと
いうことを，さまざまな事例に即して検討し
た結果，「信憑性」「公開性」「記録性」「相互
負担・公共性」「侵入可能性」についての特
性の理解を必須の情報技術の知識として抽
出した（玉田・松田 2008）．指導の際には，
これら知識の概要を解説し，本時の課題に即
した知識についてはある程度詳細な解説を
する． 
 
③技術のプラス・マイナス面の比較 
（トレードオフ） 
技術の進歩には，必ずプラス面とマイナス

面の両面がある．情報モラルの課題の多くは，
情報技術のプラス面の活用の仕方を誤った
ために，マイナス面がクローズアップされて
起こるトラブルや事件が大半である．そして
ある判断をした場合には，それに伴う責任が
必ず発生する．現在，巷にあふれている情報
モラル教材の多くは情報技術のマイナス面
のみを強調しているものが多く，「情報技術
を使わなければよいであろう」という学習者
の情報技術に対するマイナスイメージを増
幅してしまう危険性がある．これでは，情報
社会に参画する望ましい態度を育成するこ
とは難しい．そこで，「情報的な見方・考え
方」を参考に情報技術の良さについてトレー
ドオフを踏まえて判断する訓練をさせるた
めに，②で挙げた情報技術の知識について，
本時の課題と関連するものを取り上げ，それ
に着目して考えた場合に，当該行為について
どのようなプラス面とマイナス面が考えら
れるかということをグループ別に議論させ
る．自分の達成したい目的に対して，それぞ
れのプラス・マイナス面を吟味して判断し，
必要に応じて代替案を検討することの大切
さを強調する． 
 
(2)小学校段階での体系的・系統的情報モラル
教育の提言 
情報モラル教育の課題を捉えた上で、本指

導法の普及を促進するために、教員研修等な
どによって実態を検討したところ、小学校段
階の重要性が確認された。そこで、本指導法
をベースとした小学校段階における体系
的・系統的情報モラル教育を提言することと
した。 
 

４．研究成果 
(1)指導法の開発効果の検証 
指導法の効果について，プロフへの書き込
みについての課題を取り上げ，これまで行っ
てきた指導法（旧３種）と，今回開発提案す
る指導（新 3種）とをそれぞれいくつかのク
ラスに実施して比較した． 
 両指導実施後の違いを事後調査を基に比
較したところ，事後調査「先生や保護者を安
心させるために，自分がケータイやパソコン
を今後どのように使うかという決意表明」に
違いが見られた．改善版の指導を受けた生徒
の記述には，人として大切にしなければなら
ないモラル（道徳的規範知識），情報技術の
特性（情報技術の知識），それらをうまく活
用して考え（合理的判断の知識），より良い
使い方をしていきたいという 3種の知識に言
及した問題解決についての記述が有意に多
く，3 種の知識を明示したことの効果が見ら
れた．従来の指導を受けた生徒の記述には，
道徳的規範知識だけに着目したものや，情報
技術だけに着目したものが多く，各知識を活
用して問題解決のプロセスを述べているも
のは少なかった。 
また，事後調査「掲示板サイトに，自分に
ひどいことをした相手への誹謗中傷を書き
込もうとしている友人の説得」についても違
いが見られ，改善版の指導を受けた生徒は，
掲示板サイトに誹謗中傷を書き込もうとし
ている友人を説得するために，情報技術のプ
ラス・マイナス面を織り交ぜながら，辞める
ように説得する記述が多く見られた．具体的
には，インターネットの「公開性」や「記録
性」についてのプラス・マイナス面に言及し
て「どんな事情があっても誹謗中傷などのイ
ンターネット上に書き込むことは，相手にと
っても自分にとってもよくない」という記述
が多かった．改善した指導の中で情報技術に
着目してプラス・マイナス面を比較したこと
の効果と考えられる． 
 
(2)小学校段階での体系的・系統的情報モラル
教育の提言 

➀必要となる視点 
教員研修等で実態を検討したところ、教師
の多くが情報モラル教育について，「どこか
ら手をつけたらよいか分からない」のは，実
践例の蓄積は大量にあるが，限られた時間の
中で，自分の目の前にいる児童にどんな課題
を選んで実践するのがベストなのか，その指
導をすることによって他の課題に対してど
れだけの応用力が身につくのかなどが分か
らないため途方にくれてしまうのだと考え
られる．また，よく分からなくても情報モラ
ル教育をどこからでもいいからとにかく始
めることが大切だ，情報技術は進化するので
やり続けることが重要なのだと謳っている



 

 

事例教材も見受けられる．しかし，これは学
校教育の限られた時間の中で指導するため
のアドバイスとしては適切とは言えない． 
モデルカリキュラムとして示されている内
容や目標も，各学年で取り扱う項目としては
非常に参考になるものであり，ある程度，道
徳教育や情報モラル教育に造詣のある教員
であればうまく活用できるのではないかと
考えられる．しかし，そうでない教員にとっ
ては，多くの目標が一次元的に網羅的に表現
されているため，多くの課題を網羅的に取り
扱わなければならないのかという誤解を生
じてしまう． 
これらのことを検討して，情報モラル教育を
推進するための指針として何を示す必要が
あるのかを以下のように整理した． 
 
【各学年で対応が必要な課題】 
各学年で最低限どんな課題に対応できるよ
うになる必要があるかということを示さな
ければならない．これは，児童の置かれてい
る社会的状況から検討しなければならない．
何年生ぐらいになると調べ学習でインター
ネットを積極的に活用するようになるので
その前に情報の信憑性や活用に関する指導
が必要である，とか，何年生ぐらいになると
塾や習い事のために携帯電話を所持する児
童が多くなるのでそれまでに携帯電話のマ
ナーや情報発信に関する注意事項を指導す
る必要があるというように指導内容は社会
的状況から検討する必要がある．ただ、携帯
電話を所持する年齢には地域差があるので
「携帯電話のマナー」について取り扱う学年
は２～５年の間で各学校の状況を見て検討
する必要がある． 
 
【課題と各目標との関係】 
 情報モラルの指導には，道徳教育に関する
目標と情報技術の知識に関する目標が複合
的に存在する．情報モラル教育に不慣れな教
員が指導課題を選択する際には，どのような
目標がこの課題を実施することによって達
成できるのかということを提示する必要が
ある．また，道徳や情報技術の目標の構造が
同じ複数の課題については，１つの課題を取
り上げて見方や考え方を指導することによ
って，他方の課題についても判断することが
容易になるということを示す必要がある． 
 
【発達段階と指導上の工夫】 
情報モラル教育では社会的状況に迫られて，
ある学年までに指導しなければならない内
容が規定される．道徳目標については，小学
校の学習指導要領で示されている発達段階
に応じたものになると考えられるが，情報技
術の特性に関する知識などについては理解
が難しい内容も多数存在する．そこで，児童

の発達段階に応じて，理解を促進するための
指導上の工夫や留意事項に関するアドバイ
スが必要になる． 
 これらの議論を基に，３種の知識による情
報モラル指導法の枠組みを活用して，情報モ
ラル指導課題を選択するための視点表（小学
校版）を作成した．これは，社会的状況から
「当該学年で指導しておく必要がある項目」
を示し，その項目の指導に直接関連する道徳
目標，情報技術の知識目標をそれぞれ明記し
たものである． 
 低学年では，節度・思慮を中心に自分の安
全を守るためのしつけ的な指導，中学年から
正義・規範が加わり情報の信憑性や公開性を
中心にネット上でやってよいこと悪いこと
を理解させる．高学年では，ネットでの上の
コミュニケーションが活発になる前に，ネッ
トの向こうには人がいるという相手への思
いやりや礼儀が大切だということと，情報技
術の特性を公開性，記録性の観点から徹底的
に理解させる． 
 
 以上のように、本研究によって開発された
「３種の知識」と「情報的な見方・考え方」
とを統合した指導法は、情報モラルの判断力
を向上させると共に、従来課題であった情報
活用への積極的な態度をある程度育成する
ことができるという効果が確認された。 
また、本指導法をベースとした小学校段階
での体系的・系統的情報モラル教育のあり方
についても提言することができた。 
今後は、さらに実践を重ねると共に、多く
の教師が活用できる指導教材を開発してい
くことが課題である。 
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